
 

令和４年度「地域スポーツ連携・協働再構築推進プロジェクト」公募要領 

  

１．事業名 

 地域スポーツ連携・協働再構築推進プロジェクト 

 

２．事業の趣旨 

地域住民のスポーツ参画を進めるためには、自宅の近くで、手軽にスポーツを楽しめるよう

な環境整備が必要である。現在、一つ一つの地域スポーツ関係団体の基盤は脆弱であるととも

に、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、スポーツを通じた地域コミュニティの維持は喫

緊の課題になっている。 

地域のスポーツ活動は、住民の体力や健康の保持増進だけでなく、地域コミュニティの維持

にも重要な役割を果たしており、これらの課題を解決するために、市区町村・地域レベルで行

政と関係者（学校、スポーツ関係団体、民間企業等）の連携体制を構築し、地域住民のスポー

ツ参加を促進するための環境整備の充実に取り組むものである。 

 

３．事業の内容 

  受託者は、上記目的の達成に向けて、以下の事業を実施するものとする。 

（１） 連携体制の構築 

市区町村・地域において行政と関係者（学校、スポーツ関係団体、民間企業等）が、連携

体制を構築し、スポーツを通じた地域課題の解決に向けた取り組みを行う。なお、１都道

府県に対して３市区町村を選定し、各地域の連携体制の構築を進めること。 

（２） 実証事業 

以下のア～エのいずれか１つ又は複数を選択し、地域課題の解決に向けた実証事業を実施

する。なお、同事業については、将来的には地域で、自走可能なものとなるよう目指すこ

と。 

ア．既存スポーツ関係団体等のそれぞれの強みを生かしたスポーツ活動の展開 

関係者を繋ぐコーディネーター等が、優秀な指導者をクラブや企業の枠を越えて活用す 

る仕組みの構築を目指す等、それぞれのスポーツ団体や民間企業等の強みを生かしたスポ 

ーツ活動を展開する。 

イ．既存公共施設等を活用した地域に根差したスポーツ環境の創出 

    住民が気軽に集まることのできる地域スポーツ活動の拠点創出の推進等、地域に根差し 

たスポーツ環境を創出する。 

ウ．多様な住民のニーズに対応できる多様な指導者の発掘・創出 

企業内の元アスリート（国体経験者等）、教員以外の教員免許保持者、特別支援学校教 

員経験者等、地域には多彩な人材が埋もれていることから、これらを発掘し、その協力を

得て地域スポーツ推進体制を強化する。 

エ．スポーツを通じた地域における共生社会の実現に向けた取組 

周辺の大学や、企業の協力を得つつ、スポーツが「好き」「得意」ではない住民や障がい 

者へのアプローチを進める。また、住民を対象とした地域が一つになって楽しめる継続し

て実施できるイベントの開催等、インクルーシブなスポーツ活動を展開する。  



（３） 事業報告書の作成 

（１）～（３）の事業実施結果について事業報告書を作成し、事業を終了した日から 10日

を経過した日までにスポーツ庁に提出する。事業報告書については、印刷物を 1 部と電子デ

ータをスポーツ庁に提出するものとする。 

 

４．委託先 

都道府県 

 

５．企画競争に参加する者に必要な資格に関する事項 

（１）予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人

又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由が

ある場合に該当する。 

（２）文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこ

と。 

 

６．委託期間、事業規模、採択予定件数 

事業期間：契約を締結した日～令和５年３月 15日（月） 

事業規模：１件当たり 9,500 千円程度 

採択件数：３件（予定）（予算の範囲内において、技術審査委員会で採択件数を決定する。） 

 

７．選定方法等 

（１）選定方法 

スポーツ庁が設置する技術審査委員会において、提出された企画提案書等について書類審

査を実施する。必要に応じてヒアリングを行う場合がある。また、必要に応じてスポーツ庁

から申請団体に対して提出書類の内容の確認、追加資料の提出等を求めることがある。 

（２）審査基準 

審査基準（別紙１）のとおり。 

（３）選定結果の通知 

選定終了後、原則として、30日以内に全ての提案者に選定結果を通知する。 

（４）条件付採択 

選定において条件付き採択となった場合は、委託業務の遂行に支障を来さない限度におい

て、再度修正した事業計画書及び経費計画書の提出を求めた上で、条件を満たしたと判断で

きるものについて採択する。 

 

８．公募説明会の開催 

開催日時：令和４年７月８日（金）11時開始 

開催方法：オンライン（Zoom）で実施する。 

説明会へ参加を希望する機関は、所属、氏名、連絡を記載の上、令和４年７月７日（木）１２

時までに、E-mail（tiikisport@mext.go.jp）までに事前登録を行うこと。 

※ 件名を「【説明会希望】「地域スポーツ連携・協働再構築推進プロジェクト」の公募につ

いて」とすること。 



９．参加表明書の提出 

本企画競争においては、参加表明書の提出は要しない。 

 

10．企画提案書等の提出方法等 

（１）提出書類 

企画提案書（企画提案書の様式は、事業計画書の様式（別添）を使用し、題名を「企画提 

  案書」に修正のうえ、提出すること。） 

（２）提出先及び公募に関する問合せ先 

  〒100-8959 東京都千代田区霞が関３丁目２番２号 

  スポーツ庁地域スポーツ課地域スポーツ振興係 

  TEL：03-5253-4111（内線：3951）（担当：松尾・松藤） 

  FAX：03-6734-3951 

  e-mail：tiikisport@mext.go.jp 

（３）提出方法 

（１）の提出書類の電子データ（PDF形式）を電子メールにて、（２）に示す提出先のメー

ルアドレスまで提出すること（押印不要）。メールの件名は「【団体名】「地域スポーツ連携・

協働再構築推進プロジェクト」提出書類」とすること。なお、メール送信上の事故（未達等）

について、当方は一切の責任を負わない。 

（４）提出期限 

令和４年７月２９日（金）12時（必着） 

（５）その他 

ア 提出書類の作成及び提出に係る費用は、選定結果にかかわらず申請団体の負担とする。

また、提出書類は返却しない。 

イ 必要に応じて審査期間中に提出書類の内容確認、追加資料の提出等を求めることがある。 

ウ 期限に遅れた企画提案書や期限後の企画提案書の修正、差し替えは受理しない。 

 

11．契約の締結 

選定の結果、契約予定者と企画提案書等を基に、契約条件を調整するものとする。なお、契約

金額については、選定後に受託者から提出される事業計画書等の内容を勘案して決定するため、

企画提案者の提示する金額と必ずしも一致するものではない。また、契約条件等が合致しない場

合には契約締結を行わない場合がある。 

国の契約は、契約書を締結（契約書に契約の当事者双方が押印）したときに確定することとな

るため、契約予定者として選定されたとしても、契約書締結後でなければ事業に着手できないこ

とに十分注意すること。 

 

12．スケジュール 

①公募開始：令和４年６月３０日（木） 

  ②説明会 ：令和４年７月８日（金）11時 
③公募締切：令和４年７月２９日（金）12時 

④審 査 ：令和４年７月２９日（金）～（予定） 

⑤契約締結：令和４年８月下旬以降 



⑥契約期間：契約締結日から令和５年３月 15日まで 

※ 契約締結後でなければ事業に着手できないので、企画提案書作成に当たっては、事業開

始日に柔軟性を持たせた上で作成する必要があることに十分留意すること。 

※ 事業開始日は、契約予定者選定後、スポーツ庁と契約予定者との間の契約条件等の協議、

事業計画書の作成及び委託契約締結等の手続完了後の時期となることに留意すること。 

 

13．その他 

（１）本事業の実施に当たっては、本事業委託要項、公募要領、スポーツ庁委託事業事務処理要

領、委託契約書、ほか別に定める規定等を遵守すること。また、成果報告書等成果物のほか、

開催案内等対外的な発信をする際には、スポーツ庁委託事業であることを明示すること。 

（２）採択件数は現時点の予定であり、増減する場合がある。最終的な採択数は審査委員会が決

定する。 

（３）公募期間中の質問・相談等について、当該者のみが有利となるような質問等は回答できな

い。質問等に係る重要な情報はホームページにて公開している本件の公募情報に開示する。 

（４）選定の結果、契約予定者となった場合、契約締結のため、遅滞なく以下の書類を提出する

必要があるため、事前に準備を行うこと。 

〔契約締結に当たり必要となる書類〕 

 ・ 事業計画書（委託事業経費予定額内訳を含む） 

・ 委託事業経費予定額内訳の積算根拠資料（旅費・謝金単価表、旅費支給規程、見積書など） 

・ 銀行口座情報  



（別紙１） 

審査基準 

 

Ⅰ 契約予定者の選定方法 

提案された企画について審査を行い、事業内容が著しく偏らないよう配慮した上で、原則と

して評価得点の高い提案を行った提案者から順に予算の範囲内で契約予定者を選定する。ただ

し、最低評価得点を５４点とし、最低評価得点未満の提案に係る提案者については選定しない。 

 

Ⅱ 審査方法 

スポーツ庁が設置する技術審査委員会において、受託を希望する団体から提出された企画提

案書等について書類審査を実施する。なお、必要に応じ、全ての提案者を対象としたヒアリン

グを行う場合がある。また、必要に応じ、スポーツ庁から提案者に対して、提出書類の内容の

確認、追加資料の提出等を求めることがある。 

 

Ⅲ 評価方法 

  評価は、Ⅳの評価項目についてⅤの評価基準により実施し、技術審査委員会の各委員が各々

評価した合計点数を平均したものを当該提案の評価得点とする。 

 

Ⅳ 評価項目 

１ 事業実施主体に関する評価 

（１）事業遂行可能な人員が確保され、必要な役割分担・管理体制がとられていること。 

 （２）業務を円滑に遂行するため、バックアップ体制が組まれる等、実施体制に工夫がなされ

ていること。 

 （３）業務従事予定者が、事業の実施に関する必要な知識・経験等を有していること。 

 （４）事業を効果的に遂行するために必要な実績・ノウハウ等を有していること。 

（５）事業を実施するための適切な財政基盤、経理能力を有していること。 

２ 事業内容に関する評価 

 （１）設定地域の規模は適切であること。 

 （２）設定地域に係る基本的情報が明確に記載されているとともに、スポーツの提供体制等に

ついても十分把握できていること。 

 （３）解決すべき課題が適切かつ具体的に設定されていること。 

 （４）課題の解決に向けた適切かつ整合的な目標設定がなされていること。 

 （５）目標達成を図るために必要な評価指標が適切に設定されていること。 

 （６）連携体制における実行委員会の委員が適切かつ具体的に選定されているとともに、事業

実施に必要十分な開催となるような実施計画となっていること。 

 （７）スポーツを通じた「地域コミュニティ」の活性化のため、市区町村・地域において関係者

（行政・学校）、スポーツ関係団体、民間企業等の連携体制が適切に構築されていること。 

（８）地域に住居している住民が同地域内でのスポーツ活動に参加できるような体制となって

いること。 

 （９）地域課題解決に向けた適切な実証事業となっていること。 

 （１０）事業の実施結果を適切にレビューできる計画となっていること。 



 （１１）本事業の実施後も、地域住民が自走可能な取組となっていること。 

 （１２）事業推進の方法、内容・スケジュール等が具体的かつ合理的であること。 

 （１３）妥当な経費が示されていること。 

 

Ⅴ 評価基準 

「１ 事業実施主体に関する評価」及び「２事業内容に関する評価」に係る評価基準 

次の評価基準により評価を行う。 

大変優れている＝５点   優れている＝４点   普通＝３点 

やや劣っている＝２点   劣っている＝１点 

 

【採点表】 

評価項目 点数 
評価基準 

大変優れている 優れている 普通 やや劣っている 劣っている 

１－（１） ５ ５ ４ ３ ２ １ 

１－（２） ５ ５ ４ ３ ２ １ 

１－（３） ５ ５ ４ ３ ２ １ 

１－（４） ５ ５ ４ ３ ２ １ 

１－（５） ５ ５ ４ ３ ２ １ 

２－（１） ５ ５ ４ ３ ２ １ 

２－（２） ５ ５ ４ ３ ２ １ 

２－（３） ５ ５ ４ ３ ２ １ 

２－（４） ５ ５ ４ ３ ２ １ 

２－（５） ５ ５ ４ ３ ２ １ 

２－（６） ５ ５ ４ ３ ２ １ 

２－（７） ５ ５ ４ ３ ２ １ 

２－（８） ５ ５ ４ ３ ２ １ 

２－（９） ５ ５ ４ ３ ２ １ 

２－（10） ５ ５ ４ ３ ２ １ 

２－（11） ５ ５ ４ ３ ２ １ 

２－（12） ５ ５ ４ ３ ２ １ 

２－（13） ５ ５ ４ ３ ２ １ 

 

 

 


